
議
案
第
七
十
六
号

中
央
区
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
七
日

提
出
者

中
央
区
長

山

本

泰

人

中
央
区
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
中
央
区
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

中
央
区
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
七
月
中
央
区
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
に
伴
う
任
期
付
採
用
及
び
臨
時
的
任
用
）

第
九
条

任
命
権
者
は
、
第
二
条
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係

る
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
職
員
の
配
置
換
え
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
当
該
申
請
を
し
た

職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を
処
理
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
任
用
の
い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
に
掲
げ
る
任
用
は
、
申
請
期
間
に
つ
い

て
一
年
を
超
え
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

申
請
期
間
を
任
用
の
期
間
（
以
下
「
任
期
」
と
い
う
。
）
の
限
度
と
し
て
行
う
任
期
を
定
め
た
採
用

二

申
請
期
間
を
任
期
の
限
度
と
し
て
行
う
臨
時
的
任
用

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
任
期
が
申
請
期
間
に
満
た
な
い
場
合
に
あ



っ
て
は
、
当
該
申
請
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
任
期
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任

命
権
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
央
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
央
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
三
月
中
央
区
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
五
項
中
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
、
中
央
区
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例

（
平
成
二
十
六
年
七
月
中
央
区
条
例
第
十
号
）
第
九
条
第
一
項
第
二
号
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
、
中
央
区
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

条
例
第
九
条
第
一
項
第
二
号
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
央
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２

中
央
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
の
四
第
三
項
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
育
児
休
業
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
」
を
削
る
。

（
説

明
）

配
偶
者
同
行
休
業
の
取
得
者
に
係
る
代
替
職
員
を
採
用
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
代
替
職
員
の
採
用
方
法
等
に
つ
い

て
定
め
る
た
め
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
し
ま
す
。


